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う

佑ゆ
う
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市
福
岡
蔵
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沖
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お

島し
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で
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耳
鼻
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台
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仙
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仙
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岩
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。
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体
障
害
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祉
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昭
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四
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律
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二
百
八
十
三
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）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
医
師

の
所
属
医
療
機
関
の
名
称
に
、
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
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二
月
十
四
日
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県
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療
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新
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原わ
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け
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ろ

医
療
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さ
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会
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科
ク
リ
ニ
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ク
リ
ニ

ッ
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市
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二
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城
県
告
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第
百
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
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昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
次
の

医
師
か
ら
、
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

診
療
科
目

所
属
医
療
機
関
の
名
称

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

今い
ま

村む
ら　
　

格
い
た
る

整
形
外
科

石
巻
赤
十
字
病
院

石
巻
市
蛇
田
字
西
道
下
七
十
一
番
地

〇
宮
城
県
告
示
第
百
一
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。
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四
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入
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称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

六
十
三
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
寺
浜
、

下
道
、
太
田
の

区
域

令
和
二
年
一
月

七
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

下
道
十

佐
野　

恵
一

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

太
田
一

及
川　

吉
郎

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
ほ
た
て
貝

養
殖
業

四
人

宮
城
県
第

六
十
六
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
滝
浜
、

若
宮
、
原
、
津

の
宮
、
合
羽
沢

の
区
域

令
和
二
年
一
月

七
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

津
の
宮
二
十－

二

佐
々
木　

幸
一

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

合
羽
沢
十
一－

十
二

須
藤　

徹

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
ほ
た
て
貝

養
殖
業

四
人

宮
城
県
第

七
十
加
入

区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
志
津

川
支
所
の
地
区

の
う
ち
水
戸

辺
、
上
沢
前
、

門
内
、
長
須
賀

の
区
域

令
和
二
年
一
月

七
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

西
入
四
十
八－

三

西
條　

信
和

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

西
入
四
十
八－

一

菅
原　

博
文

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
ほ
た
て
貝

養
殖
業

二
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
四
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

刈
田
郡
七
ヶ
宿
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
柴
田
郡
柴
田
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

水
源
の
涵か

ん

養

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

伊
具
郡
丸
森
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
関
係
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

柴
田
郡
川
崎
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
川
崎
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

１　

市
街
化
調
整
区
域
か
ら
市
街
化
区
域
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

名
取
市　

飯
野
坂
字
北
沖
、
同
字
南
沖
、
同
字
小
揚
場
、
同
字
土
城
堀
及
び
増
田
字
大
畔
の
各
一
部

　
　
　

富
谷
市　

明
石
上
桜
ノ
木
の
一
部

　
　
　

松
島
町　

高
城
字
前
田
沢
、
同
字
明
神
三
、
同
字
明
神
四
及
び
同
字
田
中
一
の
各
一
部
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利
府
町　

�

森
郷
字
新
太
子
堂
、
同
字
新
椎
の
木
前
、
同
字
仲
町
浦
、
利
府
字
新
神
明
前
、
同
字
館
前
及
び
同
字

城
前
の
各
一
部

　
　
　
　
　
　
　

神
谷
沢
字
金
沢
、
同
字
北
沢
、
同
字
広
畑
、
同
字
長
田
、
同
字
塚
元
及
び
同
字
館
の
内
の
各
一
部

三　

縦
覧
場
所

　

�　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）、
名
取
市
役
所
（
建
設
部
都
市
計
画
課
）、
富
谷
市
役
所
（
建
設
部
都
市
計
画

課
）、
松
島
町
役
場
（
企
画
調
整
課
）、
利
府
町
役
場
（
都
市
整
備
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
二
年
二
月
十
四
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
石
巻
広
域
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

１　

新
た
に
市
街
化
区
域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

石
巻
市　

潮
見
町
の
一
部

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）、
石
巻
市
役
所
（
建
設
部
都
市
計
画
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
二
年
二
月
十
四
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
石
巻
広
域
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
臨
港
地
区

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　

石
巻
市　

潮
見
町
の
一
部

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）、
石
巻
市
役
所
（
建
設
部
都
市
計
画
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
二
年
二
月
十
四
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
米
市
東
和
町
土
地

改
良
区
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
、　

次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
　

所　

長　
　

髙　
　

橋　
　

剛　
　

彦　
　
　

　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
元
年
十
二
月
九
日

千　

葉　

正　

紀

登
米
市
東
和
町
米
川
字
町
下
三
十
四
番
地

十
五

理　

事

公

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の
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と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

カ
ワ
チ
薬
局
石
巻
西
店

石
巻
市
恵
み
野
四
丁
目
一－

十
六

令
和
二
年
二
月
一
日

カ
ワ
チ
薬
局
岩
沼
店

岩
沼
市
た
け
く
ま
二
丁
目
三－

五
十
七

令
和
二
年
二
月
一
日

さ
く
ら
薬
局

栗
原
市
瀬
峰
長
者
原
三
十
七－

四

令
和
二
年
二
月
一
日

さ
く
ら
薬
局
鶯
沢
店

栗
原
市
鶯
沢
南
郷
広
面
五－

二

令
和
二
年
二
月
一
日

ま
つ
や
ま
調
剤
薬
局

大
崎
市
松
山
金
谷
字
中
田
八
十
三－

二

令
和
二
年
二
月
一
日

カ
ワ
チ
薬
局
古
川
駅
東
店

大
崎
市
古
川
駅
東
二
丁
目
十－
十
六

令
和
二
年
二
月
一
日

�

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　
　
　

在　
　
　
　

地

変
更
前

有
限
会
社
さ
と
う
薬
局
田
町

店

石
巻
市
八
幡
町
一
丁
目
六－

五

変
更
後

さ
く
ら
薬
局
石
巻
八
幡
店

石
巻
市
八
幡
町
一
丁
目
六－

五

�

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
指
定
し
た
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

担
当
す
る�

医
療
の
種
類

所　
　

在　
　

地

辞
退
年
月
日

株
式
会
社
髙
橋
薬
局
向

陽
店

調
剤

石
巻
市
向
陽
町
三
丁
目
二
十
一－

十
四

平
成
二
十
七
年
十
二
月

三
十
一
日

企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

　

企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
各
所
長
の
項
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

七　

行
政
財
産
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　
　

イ　

次
に
掲
げ
る
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
の
許
可
及
び
当
該
許
可
に
係
る
使
用
料
の
減
免

　
　
　

⑴　

電
柱
類
若
し
く
は
鉄
塔
類
の
設
置
又
は
管
類
（
ケ
ー
ブ
ル
を
含
む
。）
の
地
下
埋
設

　
　
　

⑵�　

⑴
に
掲
げ
る
使
用
以
外
の
使
用
（
使
用
期
間
が
一
年
を
超
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
管
理
者
が
別
に
定
め

る
も
の
に
限
る
。）

　
　

ロ　

自
動
販
売
機
の
設
置
の
用
に
供
す
る
た
め
の
行
政
財
産
の
貸
付
け　

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
二
年
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号

　

文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
に
掲
げ
る

文
化
財
を
宮
城
県
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

種　

別

名　
　

称

員
数

構
造
及
び
形
式

所　

在　

地

所
有
者
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有
形
文
化
財

（
考
古
資
料
）
弩
機

　

伊
治
城
跡
出

土

一
点

長
軸　

七
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

短
軸　

四
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

高
さ　

五
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

栗
原
市
築
館
字

城
生
野
大
堀
三

番
地

栗
原
市

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
五
号

　

文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
に
掲

げ
る
文
化
財
を
宮
城
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

種　
　

別

名　
　

称

所　
　

在　
　

地

保
護
団
体

無
形
民
俗
文
化
財

（
風
俗
慣
習
）

若
宮
八
幡
神
社
の
湯

花
行
事

大
崎
市
三
本
木
新
沼
若
宮

若
宮
八
幡
神
社

正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
六
一
号
（
令
和
元
年
十
二
月
十
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

一

段下

行八

正

平
成
22年
４
月
改
訂

令
和
元
年
５
月
改
訂

　
　
　
　
　
　
　

誤

平
成
22年
４
月

令
和
元
年
５
月

〇
宮
城
県
公
報
第
六
五
号
（
令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

四

段下

行二

正

申
出
書

　
　
　
　
　
　
　

誤

届
出
書


